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民法（遺言関係）部会資料 17-2 

 

民法（遺言関係）等の改正に関する要綱案（修正案）についての補足説明 

 

第１ 普通の方式におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式等に関す

る規律 5 

１ 新たな遺言の方式に関する規律 

 ⑴ 民法第９６７条の規律を次のように改めるものとする。 

   遺言は、自筆証書、保管証書、公正証書又は秘密証書によってしなけれ

ばならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでな

い。（注１） 10 

 ⑵ 保管証書遺言として、次のような規律を設けるものとする。 

  ア 本則（民法関係） 

(ｱ) 保管証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなけれ

ばならない。 

① 遺言者が、遺言の全文（電磁的記録に記録された証書にあっては、15 

遺言の全文及び氏名）が記載され、又は記録された証書について、

署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講ずる

こと（注２）。 

② 遺言者が、遺言書保管官（法務局における遺言書の保管等に関す

る法律（平成３０年法律第７３号）（以下「遺言書保管法」という。）20 

第３条に規定する遺言書保管官をいう。）の前で、その証書に記載

され、又は記録された遺言の全文を口述すること。 

(ｲ) (ｱ)によりした遺言は、遺言書保管法の定めるところにより当該遺

言に係る証書を保管しなければ、その効力を生じない。 

   イ 口がきけない者の特則（民法関係） 25 

     口がきけない者が保管証書によって遺言をする場合には、遺言者は、

遺言書保管官の前で、遺言の全文を通訳人の通訳により申述し、又は自

書して、ア(ｱ)②の口述に代えなければならない。 

   ウ 相続財産の目録の特則（民法関係） 

     ア(ｱ)②及びイにかかわらず、遺言書保管官が保管証書と一体のもの30 

として記載され、又は記録された相続財産の全部又は一部の目録を遺

言者に閲覧させることその他の法務省令で定める措置を講ずるときは、

その目録については、ア(ｱ)②の口述又はイによる通訳人の通訳による

申述若しくは自書を要しない。 

   エ 遺言書保管法関係 35 
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(ｱ) 保管の申請手続 

① アからウまでの規律により保管証書によって遺言をしようとす

る者は、遺言書保管官に対し、保管証書遺言書の保管の申請をしな

ければならない（注３）（注４）。 

  ②  ①の申請に係る保管証書遺言書は、法務省令で定めるところに5 

より作成したものでなければならない（注５）。 

③  ①の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところに

より、保管証書遺言書、申請情報及び添付情報を遺言書保管官に提

供しなければならない。 

    (ｲ) 外国語による保管証書遺言書の保管の申請手続 10 

(ｱ)に加え、申請人は、保管証書遺言書の遺言の全文が外国語によ

り記載され、又は記録されている場合には、その遺言の全文の日本語

による翻訳文の遺言書保管官への提供及びア(ｱ)②の口述（当該口述

に代えてするイの通訳人の通訳による申述又は自書を含む。以下同

じ。）の通訳をさせる措置その他の当該口述がされたことを遺言書保15 

管官において確認するために必要な措置として法務省令で定めるも

のを講じなければならない。 

    (ｳ) 本人確認、口述の手続 

① 遺言書保管官は、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、

当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、出頭を求め、20 

当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定め

る事項を示す資料の提示若しくは提供又はこれらの事項について

の説明を求めるものとする（注６）。 

② 遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相

当と認めるときは、①にかかわらず、法務省令で定めるところによ25 

り、遺言書保管官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、

①に規定する提示若しくは提供又は説明をさせることができる。 

③ 遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相

当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官30 

及び申請人（遺言書保管官が通訳人に通訳をさせる場合にあって

は、遺言書保管官並びに申請人及び当該通訳人）が映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで

きる方法によって、ア(ｱ)②の口述をさせ、又は(ｲ)の法務省令で定

める措置を講じさせることができる（注７）。 35 

(ｴ) 保管の手続 
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① 保管証書遺言書の保管は、書面をもって作成されたものは遺言

書保管所の施設内において行い、電磁的記録をもって作成された

ものは保管証書遺言書に記録された事項を②の遺言書保管ファイ

ルに記録することによって行う。 

② 保管証書遺言書に係る情報の管理は、保管証書遺言書に記録さ5 

れた事項（書面をもって作成されたものにあっては、保管証書遺言

書の画像情報）のほか、保管証書遺言書の保管を開始した年月日等

を、遺言書保管ファイルに記録することによって行う（注８）。 

（注１）保管証書について、「ア(ｱ)①に従って作成され、かつ、同②の口述（当該口

述に代えてするイの通訳人による申述又は自書を含む。）がされる証書であって、10 

遺言書保管法の定めるところにより保管されるものをいう。」のような定義を定

めるものとする。 

（注２）署名に代わる措置として、法務省令において、電磁的記録の場合には電子署

名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第

１項に規定する電子署名をいう。）を行うこと、遺言者が書面に署名することが15 

できない場合にあっては、証書への氏名の記載を要件とするとともに、遺言書保

管官をしてその旨を遺言書保管ファイルに記録することを定めることを想定し

ている。 

（注３）遺言書保管法において、保管証書によってした遺言に係る遺言書を「保管証

書遺言書」と定めるものとする。 20 

（注４）法務省令において、電子情報処理組織を使用する方法又は書面を提出する方

法により、申請をする旨を定めることを想定している。 

（注５）法務省令において、電磁的記録の場合には、ファイル形式及び拡張子、デー

タサイズ等を、書面の場合には、無封のものとし、かつ、余白のサイズ等の様式

を、それぞれ定めることを想定している。 25 

（注６）法務省令において、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カードをいう。）等の顔写真付きの本人確認資料の提示若しく

は提供を求める旨を定めることを想定している。 

（注７）遺言書保管官において、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以外の他30 

人がいないことを求め、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以外の他人が

存在することなどがうかがわれる場合にはウェブ会議の利用を中止し、遺言者に

出頭させるものとする運用を想定している。 

（注８）遺言書保管ファイルには、本文記載の事項のほか、遺言者の氏名、出生の年

月日、住所及び本籍（外国人にあっては、国籍）、受遺者及び遺言執行者の氏名又35 

は名称及び住所、保管証書遺言書が保管されている遺言書保管所（電磁的記録を
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もって作成された保管証書遺言書の場合は当該遺言書の保管の申請に係る遺言

書保管所）の名称及び保管番号等、その他法務省令で定める事項を記録すること

を想定している。また、政令又は法務省令において、相続人等は、特別の事由が

あるときは、（遺言書保管ファイルに記録されない）申請書の添付書類等の閲覧

又は謄本の交付等の請求をすることができる旨を定めることを想定している。 5 

 

２ 保管証書遺言書の保管制度の規律 

保管証書遺言書の保管制度として、次のような規律を設けるものとする。 

⑴ 遺言者による保管証書遺言書等の閲覧請求等（注１） 

ア 遺言者は、遺言書保管官に対し、保管証書遺言書（書面に限る。）及10 

び遺言書保管ファイルの記録の閲覧を請求することができる（注２）。 

イ 遺言者は、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、撤回がさ

れた申請に係る保管証書遺言書に係る閉鎖遺言書保管ファイルの記録

の閲覧を請求することができる。 

ウ 本文１⑵エ(ｳ)①及び②の規律は、ア及びイの請求について準用する。 15 

エ 遺言書保管官は、請求人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と

認めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び請求

人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話

をすることができる方法によって、アの遺言書保管ファイル及びイの

閉鎖遺言書保管ファイルの記録の閲覧をさせることができる。 20 

⑵ 相続人等による遺言書情報証明書等の交付請求等（注１） 

ア 何人も、遺言書保管官に対し、自己を相続人等（相続人、受遺者、遺

言執行者等をいう。以下同じ。）とする保管証書遺言書（その遺言者が

死亡している場合に限る。以下同じ。）について、保管証書遺言書の保

管の有無（保管証書遺言書が保管されている場合には、その保管証書遺25 

言書の保管の申請に係る遺言書保管所の名称等を含む。）を証明する書

面の交付又は電磁的記録の提供を請求することができる（注３）。 

   イ 相続人等は、遺言書保管官に対し、アの保管証書遺言書について、そ

の保管証書遺言書（書面に限る。）及びその保管証書遺言書に係る遺言

書保管ファイルの記録の閲覧を請求することができる（注２）。 30 

   ウ 相続人等は、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、アの遺

言書について、撤回がされたその保管証書遺言書に係る閉鎖遺言書保

管ファイルの記録の閲覧を請求することができる。 

エ 相続人等は、遺言書保管官に対し、アの保管証書遺言書に係る情報等

を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供を請求することができる35 

（注３）。 
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⑶ 相続人等に対する通知 

ア 遺言書保管官は、⑵イの閲覧をさせ又は⑵エの書面を交付若しくは

電磁的記録を提供したときは、相続人等（⑵イ又はエの請求をした者を

除く。）に対し、保管証書遺言書を保管している旨を通知しなければな

らない。 5 

イ 遺言者は、当該遺言者の死亡後に、当該遺言者が指定する者に対し、

その申請に係る保管証書遺言書を保管している旨を遺言書保管官が通

知することの申出をすることができる（注１）。 

⑷ 遺言書の検認の適用除外 

民法第１００４条第１項の規定は、遺言書保管所に保管されている保10 

管証書遺言書については、適用しない。 

（注１）法務省令において、電子情報処理組織を使用する方法又は書面を提出する方

法により、請求、申出をする旨を定めることを想定している。 

（注２）保管証書遺言書の原本を必要とする請求については、当該遺言書を保管して

いる遺言書保管所の遺言書保管官に対してのみすることができるものとする。 15 

（注３）法務省令において、⑵ア及びエの電磁的記録には、遺言書保管官が電子署名

を行う旨を定めることを想定している。 

 

３ 保管証書遺言書の保管の申請の撤回に関する規律 

  保管証書遺言書の保管の申請の撤回について、次のような規律を設ける20 

ものとする。 

⑴ 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、保管の申請を撤回すること

ができる。 

⑵ 本文１⑵エ(ｳ)①及び②の規律は、⑴の撤回について準用する。 

⑶ 遺言書保管官は、遺言者が⑴の撤回をしたときは、遅滞なく、遺言書保25 

管所に保管している保管証書遺言書（書面に限る。）を返還しなければな

らない。この場合において、遺言書保管官は、遅滞なく、管理しているそ

の保管証書遺言書に係る情報を遺言書保管ファイルから消去するととも

に、当該情報その他法務省令で定める情報を、閉鎖遺言書保管ファイルに

記録しなければならない（注）。 30 

⑷ 遺言者が⑴の撤回をしたときは、その保管証書遺言書については、遺言

を撤回したものとみなす。 

（注）法務省令において、保管の申請の撤回がされた年月日等を閉鎖遺言書保管ファ

イルに記録する情報として定めることを想定している。 

 35 

（補足説明） 
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１ 前回会議において、「（保管）証書」、「保管証書遺言書」との文言の使い分け

が適切かについて検討すべきではないかとの指摘があった。 

  この点について、法制上の観点から、本文１⑴及び⑵アからウまでの民法関

係では「（保管）証書」、同⑵エ並びに２及び３の遺言書保管法関係では「保管

証書遺言書」との文言を用いているところ、その点を明らかにするためにも、5 

本文１⑵エ(ｱ)①の（注３）において、「保管証書遺言書」の定義を記載するこ

ととしている。 

２ 前回会議において、①遺言の全文の口述等をする際のウェブ会議の在り方

について、ウェブ会議の特性や施行時点の技術水準を踏まえた適切な本人確

認方法を検討する必要があるとともに、遺言書保管官が「申出を相当と認める10 

とき」の具体的な内容をできるだけ明らかにする必要があること、②申請書の

添付書類等について、遺言書と一体となるべきものであることから、その保管

期間を踏まえて適切な保存期間を定めるとともに、相続人等が閲覧等をする

ことができる「特別の事由」の内容をできるだけ明らかにする必要があるこ

と、③全文、日付及び氏名が自書された書面による遺言であっても、保管証書15 

遺言として遺言書保管所に保管されたものであれば遺言書の検認は不要であ

ることなど、保管証書遺言と自筆証書遺言との相違点等について、十分に周知

すべきであることなどの指摘があった。 

  保管証書遺言に関する省令、通達等を定めるに当たっては、上記の各指摘も

踏まえ、遺言の真意性等を担保するとともに、遺言書に関する紛争を防止する20 

必要性、遺言に関する情報等を遺言執行に用いる必要性等を十分考慮する必

要があると考えられる。また、それらの内容を含め、遺言をしようとする者が、

各方式のメリット、デメリットを踏まえて方式を選択することができるよう、

保管証書遺言を中心とした各方式の内容等について十分な周知広報が必要で

あると考えられる。 25 

 

第２ 自筆証書遺言の方式要件に関する規律 

１ 民法第９６８条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を

自書しなければならない。 30 

２ その他、財産目録の毎葉にする押印要件（民法第９６８条第２項）及び加

除その他の変更の際の押印要件（同条第３項）についても廃止するものとす

る。 

 

（補足説明） 35 

  本文について、部会資料１６－１からの変更点はない。 
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第３ 秘密証書遺言の方式要件に関する規律 

秘密証書遺言における遺言者及び証人の押印要件（民法第９７０条第１項

第１号、第２号及び第４号）については、廃止するものとする（注）。 

（注）領事方式により秘密証書遺言をする場合は、遺言者及び証人の押印は要しない旨5 

定める民法第９８４条後段の規定については、削除するものとする。 

 

（補足説明） 

  本文について、部会資料１６－１からの変更点はない。 

 10 

第４ 特別の方式の遺言の方式要件に関する規律 

１ 船舶遭難者遺言をすることができる場面の規律 

 民法第９７９条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った

者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。天災15 

その他避けることのできない事変が発生した場合において、当該天災又は

当該事変から生じた重大かつ急迫の危難を避けることが困難な場所に在っ

て死亡の危急に迫った者についても、同様とする。 

 

２ 作成方法の規律 20 

⑴ 押印要件の廃止 

死亡危急時遺言、船舶遭難者遺言、一般隔絶地遺言及び在船者遺言にお

ける押印要件（民法第９７６条第１項、第９７９条第３項及び第９８０条）

については、廃止するものとする。 

⑵ 死亡危急時遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式 25 

民法第９７６条の規律に加えて次のような規律を設けるものとする。 

ア 第９７６条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる状況を録音及び

録画を同時に行う方法により記録するときは、同項に規定する死亡の

危急に迫った者は、証人一人以上の立会いをもって、遺言をすることが

できる。 30 

➀ 証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。 

➁ ➀の口授を受けた証人が、遺言の趣旨及び証人の氏名を書面に記

載し、又は電磁的記録に記録すること。 

③ ➁の証人が、➁の書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を

表示したものを、遺言者に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者がそ35 

の記載又は記録の正確なことを承認すること。 
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イ アの規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が

映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす

ることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。 

ウ 口がきけない者がアの規定により遺言をする場合には、遺言者は、

証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、ア➀の口授5 

に代えなければならない。 

エ アの遺言者が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授

又は申述を受けた者は、書面に記載された内容又は電磁的記録に記録

された情報の内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、ア③の読み

聞かせに代えることができる。 10 

オ ウ及びエの規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺

言者及び証人が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人

に通訳をさせることができる。 

カ 死亡危急時遺言の家庭裁判所における確認について定める第９７６15 

条第４項及び第５項の規定は、アからオまでの規定による遺言につい

て準用する。 

⑶ 船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式 

民法第９７９条の規律に加えて次のような規律を設けるものとする。 

ア 第９７９条第１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると20 

きは、本文１の死亡の危急に迫った者は、口頭で遺言をすることがで

きる。 

① 証人一人以上の立会いをもって、口頭で遺言をする状況を録音及

び録画を同時に行う方法により記録するとき。 

② 口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記25 

録し、その使用する電子計算機を用いてその記録を特定の者に送信

するとき。 

イ ア➀の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人

が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。 30 

ウ 口がきけない者がアの規定により遺言をする場合には、遺言者は、

通訳人の通訳によりこれをしなければならない。 

エ 口がきけない者がアの規定により遺言をする場合において、ウの規

定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者（ア➀の場

合にあっては遺言者及び証人）が通訳人との間で映像と音声の送受信35 

により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法
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によって、通訳人に通訳をさせることができる。 

オ アからエまでの規定に従ってした遺言は、証人の一人、利害関係人

又はア②の規定による送信を受けた者から遅滞なく家庭裁判所に請求

してその確認を得なければ、その効力を生じない（注）。 

カ 死亡危急時遺言の家庭裁判所における確認について定める第９７６5 

条第５項の規定は、オの場合について準用する。 

（注）ア②の送信を受けた者については、確認の審判を請求することができるのみ

ならず、遺言の確認の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることがで

きるよう、家事事件手続法第２１４条第２号及び別表第一の１０２の項の規律

を整備するものとする。 10 

 

３ 新たな遺言の方式を追加することに伴う関連規律の見直し 

⑴ 相続人の欠格事由の規律 

第８９１条第５号の規律を次のように改めるものとする。 

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、若しくは15 

隠匿した者又は死亡危急時遺言における新たな方式若しくは船舶遭難者

遺言における新たな方式により録音・録画された記録を不正に作り、破

棄し、又は隠匿した者 

⑵ 普通の方式による遺言の規定の準用の規律 

民法第９８２条の規律を次のように改めるものとする。 20 

➀ 第９６８条第３項及び第９７３条から第９７５条までの規定は、死

亡危急時遺言、一般隔絶地遺言、在船者遺言及び船舶遭難者遺言（新

たな方式を除く。）について準用する。この場合において、死亡危急

時遺言における新たな方式について同項の規定を準用するときは、同

項中「これを変更した旨を付記して特にこれに署名しなければ」とあ25 

るのは、「これを変更した旨を記載し、又は記録し、かつ、その状況

を録音及び録画を同時に行う方法により記録しなければ」と読み替え

るものとする。 

② 第９７３条から第９７５条までの規定は、船舶遭難者遺言における

新たな方式について準用する。この場合において、第９７３条第２項30 

中、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上

の理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を「遺言書

に記載し、又は記録して」とあるのは、その旨を「書面に記載し、又

は電磁的記録に記録して」と、第９７５条中、遺言は、二人以上の者

が同一の「証書」ですることができないとあるのは、同一の「２⑶ア35 

の方法により記録された電磁的記録」ですることができないと読み替



 

 

- 10 - 

 

えるものとする。 

⑶ 遺言書等の検認の規律 

民法第１００４条第１項の規律を次の➀のように改め、かつ、次の②

のような規律を設けるものとする。 

➀ 遺言書又は２⑶アの録音・録画による記録（以下「遺言書等」とい5 

う。）の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁

判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書等の保

管者がない場合において、相続人が遺言書等を発見した後も、同様と

する。（注） 

② ➀の規定は、２⑵ア又は２⑶アにより遺言をした場合（２⑵アによ10 

り遺言をした場合にあっては、２⑵ア②の電磁的記録に記録されたと

きに限る。）において、➀の保管者の一人が➀の検認の請求をしたと

きは、他の保管者については、適用しない。 

⑷ 過料の規律 

 民法第１００５条の規律を次のように改めるものとする。 15 

⑶➀の規律により遺言書等を提出することを怠り、その検認を経ない

で遺言を執行し、又は家庭裁判所外において封印のある遺言書の開封を

した者は、５万円以下の過料に処する。 

⑸ 遺言書又は遺贈の目的物の破棄に関する規律 

民法第１０２４条の規律を次のように改めるものとする。 20 

遺言者が故意に遺言書等を破棄したときは、その破棄した部分につい

ては、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破

棄したときも、同様とする。 

（注）遺言書等が検認手続の対象となることに伴い、家事事件手続法第２１１条、

第２１２条及び別表第一の１０３の項の規律を整備するものとする。 25 

 

（補足説明） 

１ 死亡危急時遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式につい

て 

前回会議において、本文２⑵ア②の遺言の趣旨及び証人の氏名が記録され30 

た電磁的記録が、文字情報に係る電磁的記録を想定していることが明確な記

載とすべきとの意見があった。 

しかし、部会資料の本文全体にわたって、特に録音・録画に係る記録につい

ては「録音及び録画を同時に行う方法により記録」と記載しており、文字情報

に係る電磁的記録と録音・録画に係る電磁的記録とが区別されていることか35 

ら（なお、これに加え、直後の本文同③において、本文同②の電磁的記録につ
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いて、「記録された情報の内容を表示したものを、遺言者に読み聞かせ、又は

閲覧させ」とされており、本文同②の電磁的記録が文字情報に係る電磁的記録

であることを前提とした文言となっている。）、本文２⑵ア②の記載を維持す

ることとしている。 

２ 船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式につい5 

て 

 口がきけない者が船舶遭難者遺言における新たな方式の遺言をする場合の

特則につき、前回資料の本文２⑶エにおいて、同ア➀の規定により遺言をする

場合において通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者及び証人が通訳

人との間で、いわゆるウェブ会議を利用することにより、通訳人に通訳をさせ10 

ることができる旨記載していた。これは、船舶遭難や天災その他避けることの

できない事変が生じた場合にあっては、証人を確保することが困難であるこ

とを踏まえて証人のウェブ会議を利用した立会いを認めることとしている

（同イ）ことから、証人のみならず通訳人についても、ウェブ会議を利用した

通訳を認めることとしたものである。 15 

 もっとも、かかる記載によれば、同ア②の規定により遺言をする場合には、

通訳人との間でウェブ会議を利用することが認められないこととなるところ、

ウェブ会議を利用して遠隔地の通訳人に通訳をさせ、その状況を録音・録画に

より記録し、同記録を特定の者に送信することも想定されると考えられる。 

 そこで、かかる場合においても通訳人との間でウェブ会議を利用すること20 

が認められることを明らかにするため、同エを修文している。 

 

３ 新たな遺言の方式を追加することに伴う関連規律の見直し 

⑴ 普通の方式による遺言の規定の準用の規律について 

  民法第９７５条は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることがで25 

きない。」と規定されているところ、船舶遭難者遺言における新たな方式に

おいては、遺言の内容が録音・録画により記録されることとされており、遺

言内容が書面に記載されることはなく、文字情報に係る電磁的記録に記録

されることもない。 

そのため、民法第９７５条の「証書」を、「本文２⑶アの方法により記録30 

された電磁的記録」に読み替えることとし、その旨修文している。 

⑵ 遺言書等の検認の規律について 

 ア 本文３⑶②は、死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言における新たな方

式において、遺言が電磁的記録により作成された場合、複製、送信等によ

り複数の保管者が生じる可能性があることを踏まえ、保管者の一人が検35 

認を請求した場合にあっては、他の保管者に検認義務を負わせ続ける必
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要性がないと考えられることから、このような場合には、他の保管者は検

認義務を負わないものとしている。 

他方で、死亡危急時遺言における新たな方式には、本文２⑵ア②のとお

り、遺言が電磁的記録による場合と書面による場合との両方が含まれて

おり、書面による場合については規律の対象から除外する必要がある。 5 

   そこで、本文３⑶②の規律は、あくまで遺言が電磁的記録により作成さ

れた場合についての規律であることを特に明示する観点から、本文につ

いて、「（２⑵アにより遺言をした場合にあっては、２⑵ア②の電磁的記録

に記録されたときに限る。）」との記載を加筆しているものの、その実質的

な規律の内容には変更はない。 10 

イ なお、前回会議では、１００を超えるような構成員からなるメーリング

リスト等への電磁的記録の送信も「特定の者への送信」に該当し得ること

を前提とすると、本文３⑶②の規律により、そのうちの一人が検認の請求

をしたときは、電磁的記録の他の保管者について本文同①の検認義務の

規定を適用しないものとしても、誰か一人が検認の請求をしたことにつ15 

き他の保管者がそれを確知する手段がないのではないか、複数名から検

認の請求がされることも考えられ、家庭裁判所における取扱いを整理す

る必要があるのではないかなどの指摘があった。 

もっとも、そもそも船舶遭難者遺言という特殊な場面でのみ可能な方

式についてそのような場面が多く生じることは想定しにくいとも考えら20 

れる。加えて、保管者に該当する複数名の間で連絡を取って確認するとい

った方法や、検認の請求がされて検認期日の指定がされたときは申立人

及び相続人に対して検認期日の通知がされるため、検認の請求の要否を

検討している保管者において、遺言者の相続人に連絡を取るなどして検

認期日の通知の有無を確認するといった方法も考えられることなどを考25 

慮すると、誰か一人が検認の請求をしたことにつき他の保管者がそれを

知る手段がないとはいえないとも考えられる。 

そのため、複数の保管者のうち一人が検認の請求をしたことにつき他

の保管者がそれを確知する手段については、保管者相互における事実上

の確認等により対応すべきものと考えられる。 30 

⑶ 検認義務と損害賠償責任との関係 

前回会議及び前々回会議では、「送信を受けた者」も第１００４条に規定

する「保管者」に該当し得ることを前提に、過料（第１００５条）の規定の

適用範囲や相続人等に対する損害賠償責任の生じる範囲が広範になること

を懸念する指摘もあった。 35 

もっとも、前回会議では、過料の規定が定める要件のうち、検認の規定に
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基づいて遺言書を提出することを怠ったことのみで過料を課されるのでは

なく、提出を怠った上で検認を経ずに遺言を執行したことによって過料を

課され得るにとどまると解するのが通常ではないかとの指摘、また、単に送

信を受けただけにとどまる場合には民法上の事務管理すら成立しないとも

考えられ、損害賠償義務が生じ得るのは、送信を受けた者と相続人等との間5 

に一定の特別な関係が認められるときのみとも考えられるとの指摘があっ

たところであり、過料の規定の適用範囲や相続人等に対する損害賠償責任

を負う範囲が過度に広がるとは考えにくいと思われる。 

⑷ 検認済み証明書の交付に関する現行実務との関係について 

現行制度における検認手続の実務は、書面による遺言書を前提としてお10 

り、検認の対象も遺言書の原本であることが想定されている。そのため、遺

言書の原本は、検認期日が終了し、調書の別紙として利用する遺言書の写し

を作成した後は、申立人に返還することになる。ただし、実務上、申立人に

より検認済み証明書の交付申請（家事事件手続法第４７条第１項）が遺言書

の原本を返還するまでの間になされれば、この申請に基づいて、裁判所書記15 

官が遺言書（封筒を含む。）の原本の末尾に検認済み証明書を添付し、書記

官印を用いて契印し、申立人に返還する取扱いが広く行われており、このよ

うな検認済み証明書の添付された遺言書が、金融機関等に提出されてきた

ものと思われる。 

この点に関連し、前回会議において、死亡危急時遺言の新たな方式の規定20 

により遺言が電磁的記録によって作成される場合及び船舶遭難者遺言の新

たな方式の規定により遺言について録音・録画に係る電磁的記録が作成さ

れる場合については、書面による遺言を前提とする上記実務上の取扱いに

より対応することはできないため、今後の実務の在り方を検討する必要が

あるとの指摘があった。この点については、これらの遺言が書面ではなく電25 

磁的記録によるものであること、複製が容易であり、書面とは異なり原本と

写しとの区別が困難であることなどを踏まえ、検認済み証明書に代わるも

のがなお必要かどうか、必要とされる場合に家庭裁判所においてどのよう

な対応が可能なのかについて、家事事件手続のデジタル化に係る改正家事

事件手続法が令和１０年６月までに施行されることも踏まえ、家庭裁判所30 

における今後の実務運用を検討することになると考えられる。 

 

第５ その他 

１ 成年被後見人の遺言に関する規律 

 ⑴ 民法第９７３条の規律を次のように改めるものとする。 35 

  ア 特定補助人を付する処分の審判を受けた者が事理を弁識する能力を
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一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがな

ければならない。 

  イ 遺言（保管証書又は秘密証書によるものを除く。）に立ち会った医師

は、遺言者が遺言をする時において精神上の理由により事理を弁識す

る能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記載し、又は記録して、これ5 

に署名し、又は法務省令で定める署名に代わる措置をとらなければな

らない。 

ウ 保管証書による遺言に立ち会った医師は、イに規定する旨を遺言書

保管官に申述しなければならない。 

エ 秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙にイに規定する10 

旨の記載をし、署名しなければならない。 

 ⑵ 遺言書保管法において、次のような規律を設けるものとする。 

   遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認

めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び医師が映

像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ15 

とができる方法によって、⑴ウによる申述をさせることができる。 

 

２ 遺言の証人及び立会人の欠格事由に関する規律 

民法第９７４条の規律を次のように改めるものとする。 

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 20 

 ① （略）【第９７４条第１号と同じ。】 

② 推定相続人並びにその配偶者及び直系血族 

③ 受遺者（推定相続人である者を除く。）並びにその配偶者、直系血族及

び被用者（受遺者が法人である場合にあっては、受遺者の被用者及び役員） 

④ （略）【第９７４条第３号と同じ。】 25 

 

３ 所要の整備 

その他所要の整備をするものとする。 

 

（補足説明） 30 

１ 遺言の証人及び立会人の欠格事由に関する本文の変更点 

前回会議において、本文③末尾の括弧書内に記載された「受遺者が法人であ

る場合」には、受遺者が遺言者の推定相続人に該当することはないのであるか

ら、本文③一行目の括弧書内の「以下③において同じ。」の文言は不要ではな

いかとの趣旨の指摘があった。 35 

 そこで検討すると、本文③中の「受遺者」はいずれも推定相続人である者以
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外の者であることが必要であるから、法制的にこれらの「受遺者」の定義から

「推定相続人である者を除く」ため、「以下③において同じ。」と規定すること

も考えられる。もっとも、「被用者（受遺者が法人である場合にあっては、受

遺者の被用者及び役員）」と規定する中の「受遺者」については、法人である

ことが前提とされていることから、自然人である推定相続人が当該「受遺者」5 

に含まれることはない。そのため、当該「受遺者」について、「推定相続人で

ある者を除く」との定義を本文③のそれ以下の部分にも及ぼす必要がないと

も考えられることから、「以下③において同じ。」との記載を削除している。 

 また、前回会議では、「受遺者の…被用者」の後の「（受遺者が法人である場

合にあっては、受遺者の被用者及び役員）」との記載が、「被用者」のみにかか10 

るものであるのか否かを明らかにしてはどうかとの指摘があったが、ここで

は、受遺者が法人である場合に、「そ（受遺者）の…被用者」との語を、「受遺

者の被用者及び役員」と読み替えることを意図しているものであり、特段の修

正はしていない。 

 15 

２ 前回会議におけるその余の指摘について 

⑴ 前回会議では、受遺者の被用者（受遺者が法人である場合には被用者及び

役員）を遺言の証人及び立会人の欠格事由に加える必要性について整理を

したところ、議論の方向性についておおむね異論はなかった。 

 その上で、特に推定相続人でない受遺者についてのみ、その被用者を欠格20 

事由とする理由に関し、部会資料１６－２において、推定相続人である受遺

者に対する遺贈は、受遺者が法定相続分を有することから、不当な内容の遺

言となるおそれが推定相続人でない受遺者に対する遺贈と比べて高いとは

いえない旨記載していた点（２９頁７行目～１１行目）に対し、そもそも不

当か否かは、遺言の内容によって判断されるものではなく、遺言が遺言者の25 

真意に基づくものであるか否かを基準として判断されるものではないかと

の指摘があった。 

そこで上記の理由について改めて検討すると、その理由としては、推定相

続人である受遺者に対する遺贈がされる場合に比べ、推定相続人でない者

はもともと遺言者と関係を有しない者であるというその属性からしても、30 

受遺者だけではなくその被用者を通じて不当な働き掛けがされるおそれが

類型的に高いと考えられ、そのために特に欠格事由とする必要性が高いと

いうことに求めることが相当であると考えられる。その上で、部会資料１６

－２で整理したその余の事情を踏まえ、推定相続人である受遺者について

は、その被用者を欠格事由とすることが相当でないと整理することが考え35 

られる。 
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 ⑵ また、前回会議では、欠格事由を受遺者の被用者に拡大することとすると

しても、①地方公共団体や公益法人は、その公共的・公益的な性質に鑑み、

それらの被用者等について欠格事由とする必要はなく、適用範囲から除外

すべきではないかとの指摘、また、②実務上、遺言により信託を設定する場

合や公益信託に寄附（遺贈）する遺言には、受託者である信託銀行の従業員5 

が公正証書遺言の作成に際し証人となることがあるところ、信託における

受託者及び受益者の地位に照らせば、信託の設定により実質的な利益が帰

属するのは受益者であって、受託者には実質的な利益が帰属するするとは

いえず、受託者が遺言の内容に不当な影響を及ぼし得ると定型的にいうこ

とはできないから、遺言により信託を設定する場合又は公益信託に寄附（遺10 

贈）する場合の受託者の被用者は欠格事由の適用範囲から除外すべきでは

ないかとの指摘、さらに、③公正証書遺言では、公証人によって不当な働き

掛けの有無を判断することが可能であり、証人の果たす役割も異なること

から、公正証書遺言は適用範囲から除外すべきではないかとの指摘があっ

た。 15 

ア 地方公共団体や公益法人の被用者等を適用範囲から除外することにつ

いて 

前回会議においても、受遺者の被用者を欠格事由とするか否かは、受遺

者の性質等のみによって判断されるものではなく、遺贈が遺言者の真意

に基づいているか、被用者を通じて遺言の内容に不当な影響を及ぼすか20 

どうかという観点から判断されるものであり、地方公共団体や公益法人

が受遺者となる場合であっても、その被用者等が証人等になることは、遺

言の内容に不当な影響を及ぼし得ると定型的に考えられる場合に該当し

得るとの指摘があったことからすると、受遺者が地方公共団体や公益法

人であることを理由に、本規律の適用範囲から除外することは相当でな25 

いと考えられる。 

イ 遺言による信託等の受託者を適用範囲から除外することについて 

実務上、遺言者が、遺言により信託を設定し、又は公益信託（財産の法

的な帰属主体としては受託者）に遺言により寄附（遺贈）をしようとする

際に、弁護士や、当該信託の受託者である信託銀行が、その文案の作成を30 

支援し、また、遺言書作成の手続に関与することが行われており、これに

よって、遺言者の意思に沿った遺言がされることが期待されている。その

際には、遺言の内容をよく理解し、経緯も把握する者が証人となることが、

その他の者が証人となった場合にはその者に遺言の内容が知られること

になることと比較しても有益であるとも考えられ、受託者である信託銀35 

行の従業員が証人となる実務にも一定の合理性があるとも考えられる。
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他方で、受託者自身が証人となることについては、遺言により信託の設定

等がされた場合の受遺者が誰であるかが現行の第９７４条第２号におい

ても解釈上問題となり得るところ、この点について明示的に判断した裁

判例はなく、通説的な見解も見当たらない。 

 この点については、財産の法的な帰属主体は受託者であることからす5 

ると、第９７４条第２号の「受遺者」に該当するとも考えられる。他方で、

信託の受託者に対する財産の処分の法的性質については、相続に関して

も、遺言により信託が設定された結果として遺留分が侵害された場合に、

遺留分算定の基礎となる財産は何か、遺留分を侵害された者は誰に対し

て遺留分侵害額請求をすることができるのかが議論され、信託財産に着10 

目し、受託者が遺留分侵害者であるとする見解のほかに、受託者は信託財

産について固有の利益が帰属せず（占有の瑕疵の承継について定める信

託法第１５条参照）、受益権が生み出す実質的な利益が帰属するのは受益

者であることに着目し、受益者が遺留分侵害者であるとする見解も存在

する。 15 

そして、現行第９７４条が受遺者を証人等の欠格事由とし、また、今般

の遺言制度の見直しにおいて受遺者の被用者を欠格事由に加えようとす

る趣旨が、前記のとおり、受遺者又は被用者が遺言者に不当に働き掛け、

その遺言の作成に不当な影響を及ぼすことを防止することにあることか

らすると、遺言により信託の設定等がされた場合において、「受遺者」が20 

誰であるかを解釈するに当たっては、その働き掛けによって利益を得る

ところの実質的な利益の帰属主体に着目して、遺贈の対象となった権利

が実質的に帰属し、又は遺贈の対象となる相続財産により実質的に利益

を受ける者のことを指すとの考え方も成り立ち得ると考えられる。 

このように、遺言により信託の設定等がされた場合における受託者が25 

証人等の欠格事由となる「受遺者」に該当するか否かは、現行民法第９７

４条においても解釈上の問題であり、欠格事由として「受遺者の被用者」

を加えた場合の「受遺者」についても同様であるものの、遺言により信託

の設定等がされた場合の受託者が証人等の欠格事由としての「受遺者」に

該当するかを判断するに当たっては、同条が受遺者とその被用者を欠格30 

事由としている趣旨に基づく解釈と適用が行われることが想定される。 

以上を超えて、遺言により信託の設定等がされた場合の受託者を証人

等の欠格事由としての「受遺者」から法律上除外することについては、遺

留分侵害額請求の相手方としての「受遺者」（民法第１０４６条）の解釈

等の信託という法律関係に関する他の論点等にまで影響が及ぶことも考35 

えられ得るところであり、また、個別の事案においては、遺言による信託
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の設定であっても受託者が受遺者に当たらないと直ちにはいえない場面

もあるとも考えられ、上記のような信託の設定等の場面に限って欠格事

由の適用範囲から除外することについては、慎重な検討が必要であると

考えられる。 

ウ 公正証書遺言を適用範囲から除外することについて 5 

自筆証書遺言や死亡危急時遺言等と異なり、公正証書遺言では、公証人

がその作成に関与することから、公証人によって、受遺者からの被用者を

通じた不当な働き掛けを抑止することが一定程度は期待できるとも考え

られる。 

 もっとも、推定相続人でない受遺者には、様々な属性、業種の自然人や10 

法人があり得るところ、公正証書遺言について受遺者の被用者を一律に

欠格事由としないこととした場合には、受遺者の被用者である証人が立

ち会うことにより遺言者への一定の影響を及ぼすことを免れることはで

きず、受遺者の被用者を通じた不当な働き掛けを公証人が抑止すること

には一定の限界があるとも考えられる。また、証人の立会いが方式要件と15 

されている遺言としては、普通の方式では公正証書遺言のほかには作成

件数が少ない秘密証書遺言があり、そのほかに、やはり作成件数が少ない

と想定される特別の方式の遺言があるところ、そのような中で、公正証書

遺言を適用範囲から除外することとすると、規律を設けることの意義が

大きく失われることとなり、妥当でないとも考えられ、公正証書遺言を本20 

規律の適用範囲から除外することは相当でないと考えられる。 

 また、証人等の立会いを要しない自筆証書遺言や保管証書遺言により

遺言をすることで欠格事由の適用を潜脱することができるとの指摘も考

えられるものの、そのような事情は、欠格事由の規律に受遺者の被用者が

加えられた趣旨に照らして、公序良俗無効等の規定の適用に当たって考25 

慮されることになると考えられる。 

 ⑶ 以上のほか、前回会議では、現行第９７４条が規定する欠格事由について

は、戸籍証明書等の公的証明書によって該当するか否かを確認することが

できるのに対し、証人が受遺者の被用者に該当するか否かについては、これ

を確認する公的な資料が通常は存在せず、その結果、遺言が事後に無効と判30 

断されるリスクを避けるため、欠格事由に該当する可能性がある者につい

ても実務上広く証人等とすることを避けることとなるとの指摘があった。 

 もっとも、受遺者の被用者という欠格事由に該当するか否かについては、

公的な証明書等が存在しない場合もあると考えられるものの、証人の勤務

先を確認すること等によって確認することはなお十分に可能であると考え35 

られる。 
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以上 

 


